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資料4-1-9　ハイテク犯罪の検挙状況
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資料4-1-11　 国 民 生 活センターに 寄せられたインターネット上 の

個 人情 報 をめぐる相 談件 数
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解 説

資料4-1-10　 ハイテク 犯罪 検挙 件数 の内 訳
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現 状 と 今 後 の 課 題

警 察庁は ハ イテク犯罪という捉え 方で その 検

挙 状 況をまとめているが､ この ハ イテク犯罪とい

うの は､｢ コンピュータ技 術 および電 気通 信 技 術

を悪 用し た犯 罪｣ であ るとされてい るので､ イン

ターネット犯 罪よりも広 義であ る。その検 挙 件 数

の内 訳(1998 年) を 見ると、1987 年 の刑 法 改 正

で 新 設 されたコンピュータ犯 罪 のうち、電 ｆ 計

算機 使 用詐 欺 が287 件 で 最も多く、金 銭 を騙し

取 ろうとする犯 罪 が目 立っていることが わか るO

また、ネットワー 犯罪 が そ れに 次い で 多 い。

さらに 、国民 生 活 センターに 寄せ られ たイン

ターネット上 の 個人 情 報をめぐる相 談件 数 が 増

１２４ ◆ インタ ーネット白書' ９９

加して いることが 気 になる。個 別 の ケースを見

ないと犯 罪になるかどうか わからない が､ 少 な

くとも個 人情 報が 保 護されてい ない 実態 が 明ら

か になったと言 える。 インターネットにか か わる

問 題 が増 大している主な原 因の1 つは犯 罪 者に

とって 便利 なツールができたことである。しかし、

そ れ だけならば 自 動車 を使う犯罪 とあまり変 わ

りがない 。これ までの 犯罪 と基 本的 に異 なる点

は 、インターネットの特 性 に 関 連してい るところ

にあ ると見ている。そ の特 性とは､ ① 発信 者 に

プロの 職 業倫 理が 働か ない 場合 があること､ ②

発 信 者に 匿 名性 が あるため、無 責 任 な情 報発

信 や違 法 行為 が 心理 的に 容易に できること､ ③

違 法 な内 容 の 情 報 が サ ーバ ーからサ ーバ ーに

簡 単 かつ 迅 速 にコピ ーできるため､ 情 報 が 流 通

し 続け る 叮能性 が 大きいこと、④ある国 で 違 法

な情 報 であっても別の 国 で違 法 でなけ れば､ そ

の 情 報が 世 界 中を流 通 する可 能 性 があること、

⑤ プロ バ イダ ーによって違 法な 情 報 の発 信 また

は 違 法な 情報 へ のアクセ スが 制限 されてもほか

のプロ バ イダ ーを利 用することで 発信･ アクセス

が可 能で あること、など であるO

これらに 適切 に対 処 するた めには、自主 規 制

的対 応 は もとより、法 的 対 応も必 要であ る。

(堀部政 男　 中央大学 法学部教授)
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